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附則

（広域地方計画）

第九条 国土交通大臣は、次に掲げる区域（以下「広域地方計画区域」という。）につい

て、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。

一 首都圏（埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした

区域をいう。）

二 近畿圏（京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区

域をいう。）

三 中部圏（愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。）

四 その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二

以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があ

るものとして政令で定める区域

２ 前項の国土形成計画（以下「広域地方計画」という。）には、全国計画を基本として、

次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針

二 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標

三 当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域

を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策（当該広域地方計画区域

における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該

広域地方計画区域外にわたるものを含む。）に関する事項

３ 国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あら

かじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係

各行政機関の長に協議しなければならない。

４ 国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものと

する。

５ 前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。


